
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第６条、第９条又は第１３条に
規定する通知書の写し

※添付すべき書類

２.

１.
２.

１.

住宅部分の床面積が５０㎡以上２８０㎡以下（貸家住宅の場合は４０㎡以上）の
もので、併用住宅の場合は、住宅部分の面積が延べ床面積の２分の１以上となる
ものに限る

上記以外の住宅・・・・・・・・・・・５年度分
３階建以上の耐火及び準耐火住宅・・・７年度分

※減額の期間

新築時期が長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和２年３月

３１日までのもの

※対象となる家屋の要件

（税条例附則第９条の３第２項関係）

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書

納税義務者（所有者）

１月３１日までに申告できなかった場合の理由

備考

月年

構造

阿 南 市 長　　あて
令和     年     月     日

床面積（㎡）

居住部分 その他の部分 合　計

　地方税法附則第１５条の７第１項又は第２項に規定する固定資産税の減額（認
定長期優良住宅）に必要な事項について、次のとおり、阿南市税条例附則第９条
の３第２項の規定に基づき申告します。

日

家屋番号

居宅

家屋の所在

建 築 年 月 日

登 記 年 月 日

令和

令和

種類

（用途）

住所

氏名（名称）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和 年 月居住開始年月日

番

連絡先（電話番号）

年 月 日

法 個

個人番号又は
法人番号

　阿南市　　　　　　　　　町　　　  　　　　 　　　　番地

日


